
(申請者)

(駅東事務所)

内容審査のうえ意見を決定します。

(都市計画課)

開発指導担当が受付します。

(都市計画課)

許可になったことを連絡します。

(※１)駅東事務所での許可申請の受付時、許可通知の受取方法を確認します。

(※２)建築確認申請書は、許可申請と同時または許可後に申請してください。

(その他の注意事項)
 ・許可申請書の標準処理期間は、駅東事務所で受付してから１４日間です。
 　ただし、書類不備等により補正に要する期間は除きます。

審査終了
都市計画課に申請書を送付

（調査書を添付）

施行者としての意見を付した調査書
を添え、申請書を都市計画課へ送付
します。

土地区画整理法第76条許可申請等のフローチャート

【建築確認申請書】 【許可申請書】

(建築指導課等) (駅東事務所)

(都市計画課)

許可申請書の受付

許可申請書の内容審査(決裁)

許　可

着　工

建築確認申請(※２) 許可申請書の受付
駅東事務所(事業施行者)へ申請書
を提出してください。（※１）

建築確認申請書
の審査

申請内容の審査
意見内容の決定


